
 

令和６年９月２０日 

  観 光 庁 

第５回「観光地域づくり法人の機能強化に関する有識者会議」開催 

～世界に誇る観光地形成に向けて～ 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ＤＭＯ（※）とは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の

視点に立った観光地域づくりの司令塔として、多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基

づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整

機能を備えた法人です。 

※ＤＭＯ…Destination Management/Marketing Organization  

 

記 

 

１． 開催概要  日時：令和６年９月 25 日（水）13:00～15:00  

場所：中央合同庁舎第２号館地下１階 高層棟  

国土交通省 第２会議室Ａ・Ｂ 

（東京都千代田区霞が関２－１－２） 

 

２． 構成委員 【別紙のとおり】 

 

（注）報道関係者による取材・カメラ撮りは、会議冒頭のみ可能です。（傍聴不可） 

取材を希望される場合は、下記【問い合わせ先】メールアドレス宛に必要事項を

記入の上、９月 24 日(火)17：00 までにお申込みください。 

※メールの件名は、『【取材希望】「第５回「観光地域づくり法人の機能強化に関す

る有識者会議」』としてください。 

 

 ■必要事項：氏名（ふりがな）、所属、メールアドレス、電話番号、 

カメラの有無及び台数 

当日は、12：50 迄に直接会場へお越し下さい。 

本会議の資料及び議事概要については、後日、観光庁ＨＰにて公表します。 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/dmo/kaigi.html 

  
【問い合わせ先】 

観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 

担 当 : 鐘撞、明楽、石濱  

TEL：03-5253-8111（内線 27-719）   03-5253-8328（直通）  

EMAIL: hqt-dmo★gxb.mlit.go.jp 

※メール送信の際は「★」の記号を「＠」記号に置き換えてください。 

観光立国推進基本計画（令和５年３月閣議決定）では、観光立国の持続可能な

形での復活に向け、観光の質的向上を象徴する「持続可能な観光」「消費額拡大」

「地方誘客促進」をキーワードに、戦略に基づいた施策を推進することとしてい

ます。現在インバウンドが堅調に回復している中、観光地域づくり法人（以下「Ｄ

ＭＯ」という。）が今後必要な機能について検討することを目的に、今年１月 18

日より継続的に、「観光地域づくり法人の機能強化に関する有識者会議」を開催し

ています。今回は５回目の開催となり、具体的には登録 DMO の要件等について議

論することとなっています。 



 

 

観光地域づくり法人の機能強化に関する有識者会議 

委員名簿 

（敬称略・五十音順） 

 

座長 

 

矢ケ崎 紀子  東京女子大学 現代教養学部国際社会学科 教授 

 

 

委員 

池上 重輔        早稲田大学大学院経営管理研究科 研究科長 教授 

 

梅川 智也       國學院大學 観光まちづくり学部観光まちづくり学科 教授 

 

大社 充        特定非営利活動法人デスティネーション総研 代表 

芸術文化観光専門職大学 教授 

 

デービッド・アトキンソン 株式会社小西美術工藝社 代表取締役社長 

 

原 忠之        セントラルフロリダ大学 テニュア付准教授 

 

府川 尚弘  ＩＮＤＩＧＯ合同会社 代表 

 

山田 桂一郎  ＪＴＩＣ．ＳＷＩＳＳ 代表 

 

山田 拓   株式会社美ら地球 代表取締役 

 

 

事務局 

観光庁観光地域振興部観光地域振興課 

 

別紙 


